
令和２年４月９日  

 保護者の皆様へ 

                                   立山町立立山北部小学校 

臨時休業の生活について(お願い) 

 
  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、４月１０日（金）から４月２３日（木）まで臨時休業と

なりました。状況はより深刻なものになっています。一人一人がより強い意志をもって、立ち向かっていかなく

てはいけません。子供たちには、「自分と、自分の大切な人の命を守るために、下の３つの約束をしっかり守ろ

う」と伝えました。保護者の皆様には、趣旨をご理解の上、臨時休業中の子供たちが安全に過ごすとともに、自

分で学習を進めることができるよう、ご指導をお願いいたします。  

  

  

  

 

１ 生活について   

◇  自分で一日の生活の計画を立てて過ごす。    

・家で計画的に学習を進める。     

・テレビやゲーム、インターネット等を見る時間を決め、使い方に十分注意する。 

◇ やむを得ず外出する場合は家の人の許可を取り、マスクを着用する。帰宅後はうがい、手洗いを忘れない。   

◇  早寝・早起きを心がけ、三食をきちんととるなど、規則正しい生活習慣を心がける。  

◇  心身の健康のため、室内で簡単に体を動かしたり、天気のよい日は家の周りで簡単な運動をしたりして心 

身がリフレッシュできるようにする。 

 

２ 安全について  

◇  子供一人で自宅にいる場合、見知らぬ人を自宅に招き入れない。  

◇  不審な電話を受けた際には、保護者に代わるか、はっきり断ってすぐに切る。 

   ※ 名前や電話番号等を聞かれても、絶対に答えない。  

※ 不審な電話や訪問があった場合、学校に連絡する。  

◇ パソコン・スマートフォン等を使用したインターネットやネットゲームの利用は、家庭でルールをつくり、

ネットトラブルを避けるようにする。     

 

３ その他  

 ◆ ４月１６日（木）午前中に担任が自宅の場所確認を行います。その際に学習教材等を郵便受けに入れます 

  ので、お受け取りください。場所確認と、教材等の配付が目的です。お声をかけることはしませんので、在 

  宅の必要はありません。担任と話をされたい場合は、学校に電話をしてくださいますようお願いします。 

  ◆  新たな情報をホームページに掲載した場合は、 学校安全メールでお伝えします。 

  ◆ けがや病気で入院したときや事故にあったとき、その他、問合せがある場合は、学校へご連絡ください。  

学校への連絡  ℡ ４６２－１０１６  

【参考となるサイト】 

「子供の学び応援サイト」（文部科学省のウェブページ） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 

【新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための基本方針】 
〇 不要不急の外出は避ける。（原則自宅で過ごし、友達の家には遊びに行かない） 
〇 外出する場合、人の集まる場所等は避ける。 

  ※ 家族での外出や外での運動、習い事への参加等に関しては、緊急性を考慮の上、各家庭で判断する。 

  ※ 密閉・密集・密接が重なるような場所には、近付かない。  

〇 自宅でも、咳エチケットや手洗い等の感染症対策を行う。 



 


